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（
経
緯
）
平
成
29
年
第
２
回
定
例
会
よ

り
、
法
的
矛
盾
の
解
消
に
加
え
、
予
算

審
議
に
お
け
る
議
会
の
繋
属
性
の
深
化

を
目
的
に
特
別
委
員
会
を
常
任
化
。

（
構
成
）

全
体
会
　
議
長
を
除
く
全
議
員（
49
名
）

理
事
会
　
所
属
議
員
３
人
以
上
の
会
派

か
ら
、
３
人
に
１
人
の
割
合

で
選
出
（
14
名
）

分
科
会
　
各
既
存
常
任
委
員
会
委
員
と

兼
任
（
５
分
科
会
）

（
審
査
・
運
営
）
議
案
付
託
後
、
５
つ
の

分
科
会
に
再
付
託
し
、
担
当
事
項
の
審

査
に
あ
た
る
。分
科
会
で
は
質
疑
の
み

行
わ
れ
、
委
員
全
員
で
行
う
全
体
会
に

て
総
括
質
疑
が
行
わ
れ
て
い
る
。発
言

時
間
は
所
属
議
員
３
人
以
上
の
会
派
は

30
分
、
２
人

で
20
分
、
無

会
派
議
員
は

10
分
（
答
弁

は
含
ま
な

い
）
と
な
っ

て
お
り
、
質

疑
終
了
後
、

議
案
ご
と
に

討
論
、
採
決

を
行
っ
て

い
る
。

（
経
緯
）
平
成
24
年
第
１
回
定
例
会
よ

り
、分
割
付
託
の
違
法
性
の
解
消
及
び
、

所
属
常
任
委
員
会
以
外
の
予
算
議
案
審

査
把
握
を
目
的
に
、
予
算
決
算
常
任
委

員
会
を
新
設
。

（
構
成
）

全
体
会
　
議
長
、
議
選
監
査
委
員
を
除

く
全
議
員
（
25
名
）

分
科
会
　
各
既
存
常
任
委
員
会
委
員
と

兼
任
（
４
分
科
会
）

（
審
査
・
運
営
）
議
案
付
託
後
、
４
分

科
会
に
再
付
託
さ
れ
る
が
、
委
員
会

（
全
体
会
）
で
の
質
疑
は
省
略
。
分
科

会
の
同
日
開
催
は
せ
ず
、
原
則
、
一
日

一
委
員
会
で
審
査
を
行
い
、
討
論
な
し

の
採
決
は
、
軽
度
な
意
思
表
示
の
み
。

会
期
最
終
日
の
本
会
議
直
前
に
全
体
会

を
開
き
各

分
科
会
長

報
告
及
び
、

質
疑
を
行

い
、
討
論
、

採
決
は
申

し
合
わ
せ

に
よ
り
本

会
議
で
の

み
行
っ
て

い
る
。

（
経
緯
）
平
成
23
年
５
月
よ
り
、
前
出

２
市
同
様
、
法
的
矛
盾
の
解
消
を
第
一

義
的
に
、
併
せ
て
、
予
算
審
査
と
決
算

認
定
を
同
一
議
員
が
行
う
こ
と
に
よ

る
、
評
価
性
の
向
上
を
目
的
に
常
任
委

員
会
を
新
設
。

（
構
成
）

全
体
会
　
議
長
を
除
く
全
議
員（
40
名
）

理
事
会
　
各
常
任
正
副
委
員
長（
10
名
）

分
科
会
　
各
既
存
常
任
委
員
会
委
員
と

兼
任
（
５
分
科
会
）

（
審
査
・
運
営
）
議
案
付
託
後
、
通
常

４
分
科
会
に
再
付
託
さ
れ
る
が
、
委
員

会（
全
体
会
）で
の
質
疑
は
行
わ
な
い
。

し
か
し
、
決
算
議
案
に
関
し
て
は
、
委

員
会
に
お
い
て
会
計
管
理
者
及
び
、
監

査
委
員
か
ら
の
報
告
を
聴
取
し
た
後
、

同
報
告
に
対
す
る
質
疑
が
可
能
。
分
科

会
は
、
中
継
設
備
等
の
物
理
的
理
由
に

よ
り
、
２
委
員
会
ず
つ
同
日
開
催
さ
れ

て
お
り
、
討
論
、
採
決
は
行
わ
な
い
。

最
終
委
員
会
（
全
体
会
）
で
、
分
科
会

長
報
告
が
行
わ
れ
た
後
、
理
事
会
に
お

い
て
通
告
済
の
各
会
派
20
分
（
答
弁
を

除
く
）
の
総
括
質
疑
を
行
い
、
討
論
、

採
決
は
申
し
合
わ
せ
に
よ
り
、
本
会
議

で
の
み
行
っ
て
い
る
。

【
所
感
】

　
今
回
は
、
予
算
決
算
常
任
委
員
会
設

置
後
、
初
の
視
察
と
い
う
こ
と
で
、
関

東
３
市
議
会
に
出
向
き
、
審
査
委
員
会

常
任
化
の
目
的
や
意
義
な
ど
基
礎
的
知

識
の
習
得
を
主
眼
に
研
修
を
行
っ
た
。

ま
ず
第
一
に
分
割
付
託
に
よ
り
生
じ
て

い
た
「
同
一
議
案
不
可
分
の
原
則
」
に

抵
触
の
恐
れ
の
あ
る
違
法
性
の
解
消
が

３
市
共
通
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
加

え
、
議
案
全
体
を
継
続
的
に
全
議
員
が

審
査
、
把
握
す
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の

運
営
手
法
で
追
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
一
方
、３
市
議
会
と
も
、

予
算
の
効
果
的
な
編
成
、
執
行
に
寄
与

す
る
制
度
と
し
て
ま
で
は
、
予
算
決
算

常
任
委
員
会
を
利
用
で
き
て
な
い
印
象

が
残
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
行
政
評

価
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
予
算
編
成
の

根
拠
と
し
て
い
る
本
市
と
し
て
は
、
決

算
審
査
時
に
お
い
て
同
シ
ス
テ
ム
を
い

か
に
機
能
さ
せ
る
か
と
い
う
課
題
に
つ

い
て
、
今
後
も
研
修
を
重
ね
る
必
要
性

が
伺
え
た
。
今
後
、
予
算
決
算
常
任
委

員
会
、
行
政
と
同
じ
視
野
で
予
算
の
編

成
、
執
行
及
び
、
財
政
に
責
任
の
持
て

る
よ
う
、
議
会
の
権
能
の
向
上
、
拡
大

を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

平
成
30
年
８
月
22
日

千
葉
県
船
橋
市

平
成
30
年
８
月
23
日

埼
玉
県
久
喜
市

平
成
30
年
８
月
24
日

神
奈
川
県
横
須
賀
市

委員長
委員構成

副委員長坂本　武人
議長を除く全議員

池永　幸生

合志市議会だより
1051

合志市議会だより
11 51

【
審
議
日
程
】

●
平
成
30
年
９
月
３
日
（
月
）
予
算
決

算
常
任
委
員
会
（
全
体
会
）
質
疑
及

び
分
科
会
（
総
務
分
科
会
、
文
教
経

済
分
科
会
、
健
康
福
祉
分
科
会
）
を

設
置
し
付
託
事
件
の
審
査
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

●
平
成
30
年
９
月
４
日
（
火
）、
５
日

（
水
）、
６
日
（
木
）、
７
日
（
金
）
予

算
決
算
常
任
委
員
会
（
各
分
科
会
）
３

分
科
会
に
よ
る
審
査
を
行
っ
た
。

●
平
成
30
年
９
月
12
日
（
水
）
予
算
決

算
常
任
委
員
会
（
全
体
会
）
分
科
会
長

報
告
、
自
由
討
議
に
よ
り
分
科
会
長
報

告
に
対
す
る
質
疑
及
び
総
括
質
疑
事

項
の
選
定
を
行
っ
た
。

●
平
成
30
年
９
月
19
日
（
水
）
予
算
決

算
常
任
委
員
会
（
全
体
会
）

総
括
質
疑
・
討
論
・
表
決

【
総
括
質
疑
】

問  

①
今
般
の
固
定
資
産
税
の
課
税
誤

り
に
関
す
る
全
体
概
要
及
び
、
発
生
原

因
の
分
析
と
認
識
の
確
認

②
再
発
防
止
の
徹
底
に
要
す
る
制
度

的
検
査
及
び
、
伴
う
予
算
の
必
要
性
の

有
無

答  

平
成
26
年
、
住
宅
用
地
の
軽
減
誤

り
に
よ
る
固
定
資
産
税
の
還
付
事
例

が
発
生
し
た
と
の
報
道
を
受
け
、
本
市

で
も
平
成
27
～
29
年
に
調
査
を
実
施

し
た
結
果
、
過
誤
納
１
６
０
件
が
判
明

し
、
加
算
金
を
含
む
約
４
，０
５
５
万

円
を
還
付
す
る
こ
と
と
し
た
。
旧
町
時

代
に
お
け
る
「
住
宅
用
地
の
軽
減
の

適
用
誤
り
」
が
発
生
原
因
で
あ
り
、
今

後
は
再
発
防
止
策
と
し
て
、
職
員
個
人

の
専
門
的
ス
キ
ル
習
得
の
徹
底
と
併

せ
、
課
税
を
見
直
す
評
価
替
業
務
の
中

で
、
毎
年
の
検
査
確
認
の
制
度
化
を
考

え
て
い
る
。

問  

①
当
該
事
業
の
目
的
及
び
近
年
実

績
の
確
認

②
事
業
目
的
の
変
遷
、
拡
大
及
び
、
伴

う
予
算
措
置
の
必
要
性
の
有
無
の
確
認

答  

本
事
業
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
未
整

備
の
竹
林
を
整
備
園
地
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
然
的
特
産
品
の
生
産
振
興

を
図
る
と
い
う
農
業
施
策
を
優
先
し
て

お
り
、
併
せ
て
景
観
の
醸
成
を
得
る
こ

と
も
期
待
し
て
い
る
が
、
農
業
者
の
高

齢
化
に
伴
う
タ
ケ
ノ
コ
の
生
産
、
加
工

の
低
調
も
顕
著
な
た
め
、
農
業
振
興
と

い
う
目
的
の
維
持
は
難
し
い
も
の
と
考

え
て
い
る
。
今
後
は
地
域
の
自
治
意
識

の
低
下
に
よ
り
、
手
入
れ
の
さ
れ
な
い

竹
林
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
、
交
通
、

防
災
、
防
犯
に
関
わ
る
懸
念
が
重
要
に

な
る
と
い
う
認
識
も
強
い
こ
と
か
ら
、

本
事
業
の
予
算
を
維
持
し
な
が
ら
環
境

保
全
と
い
う
観
点
も
取
り
入
れ
、
関
係

部
署
と
協
議
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

問  

①
待
機
児
童
数
及
び
、
市
内
保
育

事
業
者
定
員
の
推
移
と
近
年
予
測
の

確
認

②
企
業
型
保
育
の
概
要
と
基
礎
自
治

体
と
の
関
連
性
及
び
、
現
段
階
に
お
け

る
市
内
事
業
者
と
本
市
行
政
と
の
関

係
性
の
確
認

③
待
機
解
消
に
至
ら
な
い
根
本
要
因

の
認
識
（
人
口
動
態
、保
護
者
の
意
識
、

事
業
者
の
対
応
、
土
地
不
足
）
及
び
、

短
期
改
善
策
の
必
要
性
の
確
認

答  

本
年
度
の
今
後
の
予
測
と
し
て
は
、

10
月
に
50
名
程
度
、
来
年
４
月
の
基
準

時
に
は
80
名
程
度
の
待
機
者
が
見
込

ま
れ
る
現
状
で
あ
り
、
入
所
希
望
者
の

増
加
傾
向
は
予
測
の
し
に
く
い
ま
ま

続
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
企

業
主
導
型
保
育
園
に
つ
い
て
は
、
内
閣

府
の
企
業
支
援
政
策
か
ら
始
ま
っ
た

助
成
制
度
で
認
可
外
の
場
合
、
設
置
に

関
し
て
は
、
内
閣
府
へ
直
接
申
請
で
許

可
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
本

市
に
お
い
て
は
、
今
月
初
め
に
須
屋

地
区
に
１
件
の
開
園
が
あ
っ
た
と
こ

ろ
で
、
本
年
度
中
に
豊
岡
地
区
に
さ
ら

に
１
件
が
開
園
を
予
定
さ
れ
て
い
る

が
、
事
業
者
と
の
連
携
、
関
与
は
保
た

れ
て
い
る
環
境
に
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
待
機
解
消
に
至
ら
な
い
根
本
要
因

に
つ
い
て
は
、
複
合
的
な
要
因
が
あ
る

中
、
本
市
特
有
の
都
市
計
画
に
伴
う
保

育
ニ
ー
ズ
の
偏
在
が
大
き
い
と
考
え

ら
れ
る
。
開
発
可
能
な
住
宅
密
集
地
に

多
く
の
待
機
が
生
じ
て
お
り
、
用
地
確

保
の
困
難
さ
に
加
え
、
新
設
に
あ
た
っ

て
は
地
域
住
民
の
理
解
の
不
得
が
課

題
と
認
識
し
て
い
る
。
待
機
児
童
解
消

の
対
策
と
し
て
は
、
長
期
的
に
は
こ
れ

ま
で
通
り
の
方
針
に
沿
う
の
み
だ
が
、

29
年
度
か
ら
本
年
度
に
か
け
て
の
計

画
遅
延
に
関
す
る
短
期
の
改
善
策
に

つ
い
て
は
、
保
育
施
設
と
し
て
利
用
可

能
な
既
存
の
施
設
の
確
保
等
で
対
応

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
他
の
総
括
質
疑
事
項
に
つ
い
て

は
次
の
通
り
で
す
。

※
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
活
用
情
報
提
供

事
務
事
業
に
つ
い
て

①
当
該
事
業
の
近
年
実
績
及
び
、
行
政

評
価
（
事
務
事
業
貢
献
度
評
価
）
に
お

い
て
低
貢
献
度
に
留
ま
る
要
因
の
確
認

②
本
市
に
お
け
る
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利

活
用
基
本
方
針
（
地
域
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

ビ
ジ
ョ
ン
）
策
定
の
有
効
性
の
認
識
及

び
、
検
討
の
必
要
性
の
有
無
の
確
認

③
当
該
事
務
事
業
の
廃
止
及
び
事
業

転
換
の
必
要
性
の
有
無
の
確
認

※
総
合
セ
ン
タ
ー
維
持
管
理
事
業
に

つ
い
て

①
当
該
事
業
の
29
年
度
、
行
政
評
価
に

お
け
る
貢
献
度
低
下
の
要
因
及
び
、
予

算
の
経
年
推
移
の
確
認

②
合
志
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
に
基
づ
く
本
事
業
の
運
営
方
針
に

関
す
る
見
解
の
確
認

※
放
課
後
学
童
ク
ラ
ブ
室
整
備
事
業

に
つ
い
て

①
当
該
事
業
の
29
年
度
実
績
、
近
年
傾

向
及
び
行
政
評
価
に
お
い
て
低
貢
献
度

に
留
ま
る
要
因
の
確
認

②
低
貢
献
度
要
因
の
解
消
に
向
け
た
、

基
本
方
針
の
抜
本
的
変
更
の
必
要
性

の
有
無
の
確
認

予算決算常任委員会報告 委員長	 坂本　武人

委　員	 議長を除く全議員	

副委員長	 池永　幸生

固
定
資
産
税
の
課
税
誤
り
に
対
す

る
再
発
防
止
策
に
つ
い
て

待
機
児
童
対
策
に
つ
い
て

農
村
集
落
竹
林
整
備
事
業
に
つ
い
て

待機児童数の
推移

H28……41名
H29……62名
H30……10名

保育事業者定員
の推移

H28…2,208名
H29…2,358名
H30…2,383名
※いずれも４月基準時


